
・自転車に乗っているときに歩行者とぶつかってケガをさせてしまった
・デパートで買い物中に陳列してあった食器を落として割ってしまった
・飼い犬が歩行者に嚙みついてケガをさせた
・マンションの自宅の浴室のお湯を溢れさせ、階下の戸室の住人の家財を水濡れさせた

こんな場合に役に立つのが、個人賠償責任保険です！

皆さん、契約していますか！？

■個人賠償責任保険とは11
個人の「住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故」や「日常生活に起因する偶然な事故」により発生した法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です

■自分が契約しているか分からない...
個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険などの特約で付帯しているケースがほとんどです。まずは、ご契約の自
動車保険、火災保険等の証券に、「個人賠償責任保険特約」という記載があるか、ご確認ください

■複数の契約に「個人賠償責任保険特約」が付いているが...
個人賠償責任保険はほとんどの場合重複して契約する必要はありませんが、保険金額などを確認する必要があります

日常生活において賠償責任を問われたら
どうしますか！？

【お問い合わせ先】
株式会社ケンイ（福岡県医師会設立会社）
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-30
TEL：092-431-4847 FAX：092-431-4811

付保状況の確認やご相談がありましたら
ぜひともケンイにご連絡ください！


